中学校向け消費者教育副読本「おっと！落とし穴」　ワークシート（解答例）
　　　　　　　　　　　　　　　　年　　組　　番　氏名　　県民生活課消費生活安全係

　中学校向け「おっと！落とし穴」を参考にしながら、以下の問題に取り組んでみましょう。
成年年齢について
（１）何歳で成年となるでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　答　１８歳
（２）成年年齢を迎えても、２０歳にならないとできないことは何でしょう。
　　　（　タバコ　　）（　　飲酒　　）（　　公営ギャンブル　　）
（３）２０歳にならないとできないのはなぜだと思いますか。考えられることをまとめてみよう。
	飲酒については、２０歳未満の者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」により禁止されています。２０歳未満喫煙禁止法により、満２０歳未満はたばこを吸うことを禁じている。違反者は行政処分される。
１８歳で成年年齢となりましたが、肉体的には、発達段階です。タバコ、酒は精神的なストレスを解消できるという効果があるかもしれませんが、体にとって害になることが多いことから２０歳まで禁止されています。２０歳になって、過度の摂取をすることは体に害であることを理解してください。


販売購入形態別相談件数
このグラフを見ると２０歳代で通信販売の相談件数が非常に多くなっています。どのような販売方法だと思いますか。
	テレビ、雑誌、カタログ、インターネットなどに広告を出し、郵便、電話、インターネット等で申込みをさせる方法。


２０２４年度　契約者が１２歳～１５歳の相談内容・件数を見ると１位に「インターネットゲームなど」となっていますが、具体的にどのような相談だと思いますか。
	具体例は、後述していますが、ネット上のゲームをクリアさせたり、バトルによって勝ための最強のツールを手に入れる。この都度課金され、知らないうちに累積して多額の請求を受けることになる。



契約について
[bookmark: _Hlk166162454]契約クイズに挑戦しよう。
動画「（消費者の心得）契約とは」を見て、どのようなことが分かりましたか。
	契約は、どういう時に成立しますか。当事者の合意によって成立します。したがって、残り１点ですよ。いかがですかという呼びかけに「取り置きしてください。」と意思表示をした。ここで契約は成立しています。
このイラストでは、本人が店に出向いて購入した例であるので、クーリング・オフができない。イラストでは、１万円の品のため、本人の小遣いの範疇を超えています。したがって、未成年者取消権を行使することが可能です。



手口を知って自分で防ごう！
トラブル事例（不当請求）
動画「不当請求」を見て、気をつけることをまとめてみよう。
	動画を見る限り、年齢を詐称した疑いがあります。
動画の説明にもあるように無料サービスを選択しただけで勝手に請求をしてくるのは不当請求です。絶対に業者に連絡をしないようにしてください。
請求画面は無視しましょう。
興味本位でクリックすると深みにはまる可能性があるので、出来る限り避けましょう。


トラブル事例（フリマサービス）
動画「フリマサービス」について知っていることをまとめてみよう。
	フリマサービスとはインターネットを利用して、個人同士が不用品を販売したり、商品を安く購入したりするサービスです。
フリマアプリは、インターネット環境があれば容易に出品や購入ができます。不用品が収益になったり、欲しいものが安く手に入ったりする可能性があるメリットがありますが、出品と発送の手間や、送料や手数料のような経費が発生するなどのデメリットがあります。代表的なものにメルカリがあります。


もし、フリマサービスを利用した人を知っていたら、どんな商品を出品したか、あるいは購入したかを話してみよう。

トラブル事例（ゲーム課金）
クレジットカードで３０万円近い請求がきて夫に相談したところ中学生の子どもがゲームで課金していた。請求を取り下げが可能だろうか。 
［相談概要］父親が家族写真を共有するため家族共有に中学生の子どもを入れた。この時に使用したクレジットカードにアクセスできることを父親は知らなかった。子どもが、スマホをいじっていたら、最初のギフトカードの１万円分が使えることを知り、この１万円分を使っている感覚で継続して使用していた。このとき、クレジットカード番号、パスワードも何もする必要がなかった。後日、クレジット会社からの請求が高額であったため、父親から子どもに話があった。

皆さんは、どうして高額の請求があったと思いますか。
	ギフトカードの１万円分を使っている感覚で使っていた。また、本人は、アイテムを購入したり、あらたなゲームを展開する時に、クレジットカード番号、パスワードを聞いてくることがなかったので、ゲームに夢中になるあまり何度も繰り返すことになってしまった。


どうすればよかったですか。
	ゲームは、保護者との約束のもと、時間を区切って、節度あるゲーム遊びをする必要があります。相談センターに相談のあるケースは、保護者の知らないところでゲーム課金をし、高額の請求をうけるというケースが後を絶ちません。また、ゲームがさらにギャンブルに発展する可能性もあるため、保護者と約束事を作って実施する必要があります。大人になってもギャンブル、ゲームによって多額の借金を背負い、自己破産したという話をよく聞きます。自己規制できる精神を養ったり、ゲーム以外の健全な遊び（スポーツなど）にシフトする必要もあります。



トラブル事例（定期購入）
動画「定期購入（通信販売）」を見て、どのようなトラブルが読み取れますか。話し合ってみましょう。
これまでに、通信販売で購入して、予期しない定期購入になってしまったという例を知っていたら、クラスで共有してみましょう。

家族の人との会話などで、宅配業者から「今、お宅に品物を届けようとしましたが、ご不在でしたので、持ち帰りました。下記のサイトにご連絡ください。」
というサイトに誘導され、うっかりアクセスして個人情報を盗まれたという事を聞いたことがありますか。この不正に入手した個人情報はどのように使われると思いますか。
予想されることを記入してください。
	個人情報が盗まれることによって、そのＩＤ、パスワードを使用して不当に商品が購入され、知らないうちに知らない住所に商品が大量に配送され、多額の代金請求だけが来るなど被害にあうことが多くあります。


フィッシング詐欺についての例について聞いたことのある場合を班で共有しよう。
	メモ欄
有名な会社の公式サイトとそっくりなサイトに誘導し、個人情報を搾取する手口です。
特に偽銀行関連サイトに誘導し、カード番号、パスワードを入力させ、この情報をもとに実際に引き抜かれるということも起きます。
また、ＰＡＹ　ＰＡＹのＱＲコードがいつも外に提示されている場合、偽ＱＲコードシールを重ね、代金を奪い取るという手口の詐欺もあります。




エシカル消費・食品ロス削減の取り組み
それぞれのポスターが何を物語っているのかを記入してみよう。
	最優秀賞の成定直起さんの作品・・ポスターを通して、エシカル消費が少しでも広がればいいなという思いを込めてつくりました。エシカル消費や食品ロスのポスターは暗い
テーマになりやすいので、あえて明るい感じになるようにつくりました。
中学の部
優秀賞の伊藤らむせ　さんの作品・・食品ロス削減のために、できることは、必要なものを、必要な分だけ買うことだと思います。スマホで、冷蔵庫の中を撮影すれば、メモの手間を省けて、簡単にチェックができます。他にも、工夫できることがたくさんあるはずです。一人一人が気楽に始められることから、食品ロス削減に取り組めたらいいなという思いを込めてポスターを描きました。
優秀賞の泉結衣さの作品・・自分たちで食べ物を買って残して、そのまま食品ロスにつながって、そして自分たちが原因で、地球に負担になってしまっているということを伝えたくてできるだけシンプルにぱっと見て分かるように書きました｡
私はこのポスターを書き始めてから、食品への見方が少し変わった気がします。
優秀賞の今西理央さんの作品・・私たちが普段食べているものは、命をいただいているものがほとんどです。その命を無駄にしないように大切に残さず食べていきたいです。
優秀賞の小木曽柑菜さんの作品・・食品を捨てることに対して、危機感を持ってほしくて、このようなポスターになりました。少しだけだし大丈夫と思わず、これ以上増やさないために、一人一人が少しでも、食品ロスを出さない意識を持ってほしいなと思います。


どのような食品ロス削減の取り組みができそうですか。３つ具体的に述べてみましょう。
	1． 食品の手前どり　比較的賞味期限の短い食品を購入し、無駄のない消費を行う。

	２．冷蔵庫の管理　同じものを何個か買うことなく、無駄のない購入をする。

	３．食べることができる量のものを皿によそい、完全に食べ切る。食べ残しをしない。



保護者がクレジットカードで代金決済するのを見たことがありますか。
どのようなクレジットカード、電子マネーを知っていますか。
	ＪＣＢ、american 　express、ＶＩＳＡカード　ｓｕｉｃａ（カード　スマホ用）



契約をやめたいときにどのような制度がありますか。
１．クーリング・オフ制度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．未成年取り消し法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．消費者契約法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消費者の権利と責任
権利について具体的にどのようなことか考えてみよう。
	安全が確保される権利とはどういうことでしょう。
危険な商品によって、消費者が健康や命に危害を受けることがないように保障される。


カスタマーハラスメント
カスタマーハラスメントの動画を見てどのように思いましたか。
	教師の問い
●される側の場合
どの場面が最もつらかったと思う？
この状況で店員はどう行動するべきだった？
周囲の大人はどうサポートできた？
●する側の問い
このお客は“どこから”カスハラになっていたか？
適切な伝え方にするとしたら、どのような言い方が良いか？
自分が同じ立場だったらどんな行動を取りたいか？
●両面に共通する問い
店員と客が双方気持ちよい関係になるために必要なことは？
立場が変わったらどう感じるか？
実社会で自分自身が気をつけたい点は？




